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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つの加熱要素（２６、２８）を備える、毛髪を処理するための装置用の化
粧製品レフィル（３２）であって、当該化粧製品レフィル（３２）を前記装置に固定する
ための手段（３４）と、多孔質材料のシートの形態の化粧製品アプリケータ要素（３６）
とを備え、
　-　当該化粧製品レフィルを固定するための前記手段（３４）が、当該化粧製品レフィ
ル（３２）の一部が前記加熱要素（２６、２８）に対して横方向にオフセットされるよう
に、毛髪を処理するための前記装置に当該化粧製品レフィル（３２）を固定するように設
計され、
　-　前記アプリケータ要素（３６）の少なくとも１つの部分が、前記加熱要素（２６、
２８）に隣接して延びるように設計され、
　固定するための前記手段（３４）が、前記アプリケータ要素（３６）に固定され、
　当該化粧製品レフィルが、処理すべき毛髪と接触するように意図されていない前記アプ
リケータ要素（３６）の一部分によって形成された化粧製品リザーバをさらに備えている
ことを特徴とする、化粧製品レフィル。
【請求項２】
　毛髪を処理するための前記装置に固定するための前記手段が、固定レリーフ（３４）を
備えることを特徴とする、請求項１に記載の化粧製品レフィル。
【請求項３】



(2) JP 6675486 B2 2020.4.1

10

20

30

40

50

　前記レリーフ（３４）が、リブを備えることを特徴とする、請求項２に記載の化粧製品
レフィル。
【請求項４】
　前記リブが、Ｔ字形の断面を有することを特徴とする、請求項３に記載の化粧製品レフ
ィル。
【請求項５】
　前記アプリケータ要素（３６）が、毛髪を処理するための前記装置の前記加熱要素（２
６、２８）に部分的に隣接して延びるように湾曲している、または湾曲させることができ
ることを特徴とする、請求項１～４のいずれか一項に記載の化粧製品レフィル。
【請求項６】
　前記アプリケータ要素（３６）が、シリコーンのシートを備えることを特徴とする、請
求項１～５のいずれか一項に記載の化粧製品レフィル。
【請求項７】
　前記アプリケータ要素（３６）が、繊維であり、前記アプリケータ要素（３６）が、前
記アプリケータ要素（３６）の繊維に固定された封入化粧製品を備えることを特徴とする
、請求項１～５のいずれか一項に記載の化粧製品レフィル。
【請求項８】
　前記アプリケータ要素（３６）が、処理すべき毛髪と接触するように意図された前記ア
プリケータ要素の前記一部分よりも大きい多孔性を有することを特徴とする、請求項１～
７のいずれか一項に記載の化粧製品レフィル。
【請求項９】
　前記アプリケータ要素が、０．１ｍｍ～３ｍｍの間の厚さを有することを特徴とする、
請求項１～８のいずれか一項に記載の化粧製品レフィル。
【請求項１０】
　毛髪を処理するための装置であって、
　-　処理すべき毛髪のための加熱要素（２６、２８）を備えた少なくとも１本のアーム
（１８）と、
　-　前記アーム（１８）に固定されている、請求項１～９のいずれか一項に記載の化粧
製品レフィル（３２）と、
　を備えることを特徴とする、毛髪を処理するための装置。
【請求項１１】
　少なくとも２本のアーム（１６、１８）を備え、各アーム（１６、１８）が、処理すべ
き毛髪のための加熱要素（２６、２８）を備え、前記２つの加熱要素（２６、２８）が、
前記アーム（１６、１８）の一緒に動く位置において互いに対面するようになっており、
前記化粧製品レフィル（３２）が前記アーム（１８）に固定されることを特徴とする、請
求項１０に記載の毛髪を処理するための装置。
【請求項１２】
　前記化粧製品レフィルが固定される前記アーム（１８）が、前記化粧製品レフィル（３
２）を受け入れるためのハウジング（４０）を形成することを特徴とする、請求項１０ま
たは１１に記載の毛髪を処理するための装置。
【請求項１３】
　受入れ用の前記ハウジングが、前記アーム（１８）の１つの側面に開いていることを特
徴とする、請求項１２に記載の毛髪を処理するための装置。
【請求項１４】
　前記化粧製品レフィル（３２）が、前記アーム（１８）に固定するためのレリーフ（３
４）を備え、前記アーム（１８）が、相補的な固定レリーフ（４２）を備えることを特徴
とする、請求項１０～１４のいずれか一項に記載の毛髪を処理するための装置。
【請求項１５】
　前記アーム（１８）が、縦溝（４２）および縦リブのうちの一方を備え、前記化粧製品
レフィル（３２）が、縦溝および縦リブ（３４）のうちの他方を備え、前記化粧製品レフ
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ィル（３２）が、スライドさせることによって前記アーム（１８）に固定されるようにな
っていることを特徴とする、請求項１４に記載の毛髪を処理するための装置。
【請求項１６】
　前記アーム（１６）のうちの１つに、蒸気出口（４４）を備えることを特徴とする、請
求項１０～１５のいずれか一項に記載の毛髪を処理するための装置。
【請求項１７】
　前記蒸気出口が、前記化粧製品レフィル（３２）の前記アプリケータ要素（３６）の一
部分に面して配置されることを特徴とする、請求項１６に記載の毛髪を処理するための装
置。 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、毛髪を処理するための装置に関し、より詳細には、限定はしないが、毛髪を
形づけるための、特に毛髪をストレートにする、カールさせる、または波形にするための
化粧製品アプリケータを備える装置に関する。
【０００２】
　本発明は、より詳細には、２つのあご部を備える装置に関し、２つのあご部は、互いに
対して動くことができ、前記あご部間に毛髪の房を差し込むための離間した構成、および
房を処理するための一緒に動く（moved-together）構成を取ることができ、あご部は、こ
の一緒に動く構成において、房に沿って可動である。そのような装置では、各あご部はし
ばしば、加熱要素を保持して、装置の使用中に房の毛髪が２つの加熱要素の間を通るよう
になっている。
【背景技術】
【０００３】
　このタイプの多数の装置は、ヘアストレートナまたはストレートアイロンとして知られ
ることもあり、すでに提案されている。
【０００４】
　通常、ヘアストレートナは、２本のアームの開閉を可能にするヒンジを用いて互いに接
続された２本のアームと、アームに配置された少なくとも１つの加熱要素とから成る。毛
髪の房をスタイリングする動作中に、前記房は、開位置の２本のアームの間に差し込まれ
、次いで２本のアームは、毛髪の房の上で手動で閉じられる。次いで毛髪の房は、２本の
アームが開かれて、毛髪の房が取り除かれるまで、加熱要素によって出力された熱を受け
る。
【０００５】
　特許文献１は、器具を開閉できるように互いに接続された２本のアームと、少なくとも
１つの加熱部材と、毛髪処理装置を収容するための少なくとも１つの座部とを備え、毛髪
処理装置が動作中にヘアケア製品を投与することができる、ヘアスタイリング器具につい
て記載している。毛髪処理装置は、ヘアケア製品が含浸されている支持材料から構成され
る。毛髪処理装置は、使い捨てに適している。
【０００６】
　特許文献２および特許文献３は、毛髪との接触によるヘアケア製品の塗布を可能にする
ヘアストレート装置を開示している。塗布されるヘアケア製品は、その塗布のために取外
し可能なレフィルに収容される。前記取外し可能なレフィルは、ゲル状形態のヘアケア製
品を収容するリザーバと、製品を投与および塗布するためのオリフィスとを備え、前記オ
リフィスは、リザーバの壁部を直接貫通して作成される。レフィルは、ヘアストレートナ
の２本のアームの一方に配置されたハウジングに、スライドさせることによって差し込ま
れる。
【０００７】
　特許文献４もまた、毛髪にケア物質を塗布するためのアプリケータであって、アプリケ
ータのハウジングに収納されたケア物質のカートリッジを備えるアプリケータを開示して
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いる。カートリッジは、ケア物質が充満した多孔質支持体を備える。
【０００８】
　特許文献５は、取り外すことができる処理剤のカートリッジを備えた、毛髪処理器具、
特に、ヘアスタイリング器具に関する。実質的に処理剤のカートリッジは、毛髪または皮
膚に塗布されるように、特に多孔質材料で作成された、処理剤ホルダーを備え、前記ホル
ダーは、メカニカルホルダーおよびグリップタブを形成するアクセサリに固定される。カ
ートリッジは、毛髪処理器具のハウジングに取り付けられ、前記ハウジングは、処理剤の
カートリッジの断面に相補的な断面を有する。
【０００９】
　これらの装置は、比較的かさばるものである。これらの装置は、特に、毛髪の房が加熱
要素によって効果的に加熱される効果的な幅と比較して大きい幅を有する。
【００１０】
　さらに、特許文献６は、離間した位置と、毛髪を処理するための一緒に動く位置との間
で互いに対して旋回する２本のアームを備える、毛髪を処理するための装置を開示する。
各アームは、処理すべき毛髪と接触しているように設計された加熱要素を備えている。そ
の文献によれば、毛髪を処理するための装置はまた、固定あご部の２つの枠の間で把持さ
れるファブリックを備え、各あご部は、アームのうちの１つに、または加熱要素のうちの
１つに固定される。あご部が加熱要素に固定されるとき、ファブリックを取り替えるため
に、この要素が冷めるのを待つ必要がある。あご部がアームに固定されるとき、単一の動
作で、処理すべき毛髪の長さ全体に沿って加熱要素およびファブリックを当てることはで
きない。この最後の事例では、毛髪を処理するための装置は、やはり特に大型のものとな
り得る。特許文献６は、１つの変形形態により、ファブリックは、毛髪を処理するための
装置の周りをスライドするように開口部を有するソックスの形態をとることができること
を示す。しかしながら、その場合、ファブリックを扱うことが特に難しい。さらに、ファ
ブリックに含浸されている大量の製品が、処理すべき毛髪に塗布されない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】国際公開第２００９／０７８０４６号
【特許文献２】国際公開第２００９／０１５０２７号
【特許文献３】米国特許出願公開第２００９／００２５２４７号明細書
【特許文献４】国際公開第２０１３／０４５３３１号
【特許文献５】国際公開第２０１３／０９０８９６号
【特許文献６】国際公開第２００４／０４１０２１号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　したがって、上述の欠点のない、毛髪を処理するための改善された装置の必要がある。
特に、あまりかさばらない毛髪を処理するための装置が必要とされている。また、毛髪を
処理するためのそのような装置に差し込むように設計された化粧製品レフィルが必要とさ
れている。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　したがって、本発明の主題は、少なくとも１つの加熱要素を備える、毛髪を処理するた
めの装置用の化粧製品レフィルであり、この化粧製品レフィルは、レフィルを装置に固定
するための手段と、シートの形態の化粧製品アプリケータ要素とを備え、
-　レフィルを固定するための手段が、化粧製品レフィルの一部が加熱要素に対して横方
向にオフセットされるように、毛髪を処理するための装置に化粧製品レフィルを固定する
ように設計され、
-　アプリケータ要素の少なくとも１つの部分が、加熱要素に隣接して延びるように設計
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される。
【００１４】
　有利には、化粧製品レフィルのアプリケータ要素に隣接して押圧要素を設けることはも
はや必要ではなく、加熱要素は、押圧要素の機能を満たす。したがって、毛髪を処理する
ための装置のかさ、特にその幅を制限することが可能である。
【００１５】
　さらに、化粧製品レフィルの一部は、加熱要素に隣接して配置されない。これは、特に
、場合によっては毛髪を処理するための装置が動作中であって、加熱要素が熱いときでも
、化粧製品レフィルを扱うことを可能にすることができる。変形形態では、これは、レフ
ィルに化粧製品リザーバを設けると同時に、このリザーバに含まれた化粧製品の蒸発のリ
スクを制限することを可能にすることができる。
【００１６】
　好ましくは、本発明による化粧製品レフィルは、以下の特徴のうちの１つまたは複数を
、それら自体でまたは組み合わせて有する:
-　毛髪を処理するための装置に固定するための手段は、固定レリーフを備える、
-　レリーフは、好ましくはＴ字形の断面を持つリブを備える、
-　固定手段は、アプリケータ要素に固定され、特に、アプリケータ要素に接着接合また
はオーバーモールドされる、
-　アプリケータ要素は、毛髪を処理するための装置の加熱要素に部分的に隣接して延び
るように湾曲している、または湾曲させることができる、
-　アプリケータ要素は、多孔質材料、特に多孔質PTFEのシートを備える、
-　アプリケータ要素は、シリコーンのシートを備える、
-　アプリケータ要素は、繊維であり、特に綿から作られ、アプリケータ要素は、アプリ
ケータ要素の繊維に固定された封入化粧製品を備える、
-　化粧製品レフィルは、処理すべき毛髪と接触するように意図されておらず、好ましく
は処理すべき毛髪と接触するように意図されたアプリケータ要素の一部分よりも大きい多
孔性を有するアプリケータ要素の前記一部分によって形成された化粧製品リザーバを備え
る、
-　アプリケータ要素は、０．１ｍｍ～３ｍｍの間の厚さを有する。
【００１７】
　別の態様によれば、本発明は、毛髪を処理するための装置に関し、この装置は、
-　少なくとも１本のアーム、好ましくは２本のアームであって、処理すべき毛髪を処理
するための一緒に動く位置と、前記アーム間に処理すべき毛髪を挿入するための離間した
位置との間で互いに対して動くことができ、少なくとも１本のアームが、処理すべき毛髪
のための加熱要素を備え、好ましくは各アームが、処理すべき毛髪のための加熱要素を備
え、２つの加熱要素が、アームの一緒に動く位置において互いに対面するようになってい
る、アームと、
-　その組合せすべてにおいて上記で説明した、可動アームのうちの１つに固定されてい
る化粧製品レフィルと、
を備える。
【００１８】
　好ましくは、本発明による毛髪を処理するための装置は、以下の特徴のうちの１つまた
は複数を、それら自体でまたは組み合わせて有する:
-　化粧製品レフィルが固定されるアームは、化粧製品レフィルを受け入れるためのハウ
ジングを形成し、前記受入れハウジングが、好ましくはアームの１つの側面に開き、
-　化粧製品レフィルは、アームに固定するためのレリーフを備え、前記アームが、相補
的な固定レリーフを備え、
-　前記アームが、長手方向の溝および長手方向のリブのうちの一方を備え、化粧製品レ
フィルが、長手方向の溝および長手方向のリブのうちの他方を備え、化粧製品レフィルが
スライドさせることによってアームに固定されるようになり、
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-　毛髪を処理するための装置は、アームのうちの１つに、蒸気出口を備え、蒸気出口は
、好ましくは、化粧製品レフィルのアプリケータ要素の一部分に面して配置される。
【００１９】
　本発明は、非限定的な例示的実施形態の以下の詳細な説明を読むことで、また添付の図
面を調べることで、よりよく理解されよう。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】毛髪を処理するための装置の一例の概略斜視図である。
【図２】図１の装置の断面を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　毛髪を処理するための装置の一例のハンドピース１０を、図１および図２に示す。図示
した毛髪を処理するための装置は、たとえば、特に、閉位置で接触する平たい加熱要素を
有するストレートナである。
【００２２】
　ハンドピース１０は、２つのあご部１２、１４を有し、２つのあご部１２、１４は、毛
髪の房を前記あご部間に差し込むための離間した構成（図示せず）と、毛髪の房を処理す
るための一緒に動く構成との間で、互いに対して動くことができる。
【００２３】
　あご部１２、１４は、それぞれ下アーム１６および上アーム１８によって保持される。
下アーム１６および上アーム１８は、当該の例では、ヒンジピン２０によって互いに対し
てヒンジで動くようにされ、したがってハンドピース１０はトングを形成する。
【００２４】
　この場合の下アーム１６および上アーム１８は、各々、２２ｃｍ～３７ｃｍの間の全長
を有する。下アーム１６および上アーム１８は、ヒンジピン２０とあご部１２、１４との
間に、あご部１２、１４を合わせて動かすために使用者が押すことができる、それぞれの
ハーフハンドル２２、２４を画定する。
【００２５】
　あご部１２、１４を離間した構成に戻すために、弾性戻り部材（図示せず）を設けるこ
とができる。この弾性戻り部材は、下アーム１６および上アーム１８のヒンジピン２０の
周りに配置されたばねの形態とすることができる。
【００２６】
　当然、あご部１２、１４は、何らかの他の方法で、互いに対して可動にされ得る。それ
らは特に、ヒンジの場合のように回転によってではなく、平行移動の動きによって、互い
に対して可動であってもよい。しかしながら、ヒンジによってもたらされる人間工学が優
先される。
【００２７】
　あご部１２、１４は、互いの間に、毛髪を処理するための領域を画定し、前記領域は、
処理すべき毛髪の房を受け入れるように意図されており、ハンドピース１０は、処理中に
前記房に沿って動かされる。ハンドピース１０は、たとえば、毛髪の房の根元から先端の
方向に、図中に示す方向Ｄに、動かされる。
【００２８】
　図１および図２に示す、毛髪の上でのハンドピース１０の動きの方向Ｄは、好ましくは
、下アーム１６および上アーム１８の中心軸Ａ、Ｂに対して実質的に垂直、すなわち、ヒ
ンジピン２０に実質的に平行である。
【００２９】
　示した例では、ハンドピース１０は、線３０によってベースステーション（図示せず）
に接続され、ベースステーションは、処理中に固定され、それ自体が電源に接続される。
このベースステーションは、ハンドピース１０への電力供給、および蒸気を発生させるた
めに水の供給も行う。ベースステーションは、ハンドピース１０から受信した電気信号を



(7) JP 6675486 B2 2020.4.1

10

20

30

40

50

処理する追加の機能を実行することもできる。ハンドピース１０をベースステーションに
接続する線３０は、したがって、様々な電気導体および給水管を備えることができる。
【００３０】
　たとえば、使用者がハンドピース１０のいくつかの構成要素を始動すること、またはし
ないことを可能にするために、ハンドピース１０にユーザインターフェース（図示せず）
もまた存在することがある。
【００３１】
　図示のように、各あご部１２、１４は、毛髪用の加熱要素２６、２８を備える。この場
合、各加熱要素２６、２８は、優れた熱導体である材料から作成されたプレートの形態で
あって、毛髪と接触するための熱い表面を画定し、前記表面の温度は、たとえば、９５℃
以上、さらに良くは９０～２３０℃の間である。
【００３２】
　本明細書では、化粧製品の塗布もまた実現される。この化粧製品の塗布は、２本のアー
ム１６、１８のうちの一方、この場合は上アーム１８によって保持されるレフィル３２（
または、カートリッジ）によって確保される。レフィル３２は、好ましくは、使い捨て用
である。
【００３３】
　レフィル３２は、実質的に、ハンドピースに固定するための手段３４と、処理すべき毛
髪に化粧製品を塗布するための要素３６とを備え、レフィル３２は、アーム１８に固定さ
れると、アプリケータ部材が、加熱要素２６、２８間に延びる毛髪と接触することができ
るように設計される。
【００３４】
　固定手段３４は、化粧製品レフィルの一部が加熱要素２６、２８に対して横方向にオフ
セットされるように、毛髪を処理するための装置に化粧製品レフィル３２を固定すること
を可能にする。これは、場合によっては毛髪を処理するための装置が動作中であって、加
熱要素２６、２８が高温であるときでも、化粧製品レフィル３２を扱うことを可能にする
ことができる。これはまた、化粧製品レフィルの一部をこれらの加熱要素からある距離を
置いて保つことを可能にすることができ、前記一部はつまり、化粧製品リザーバとして機
能することができる。これは、加熱要素２６、２８からある距離を置いているレフィル３
２のこの部分は、より低温の下にあるからである。
【００３５】
　アプリケータ要素３６自体は、シートの形態で製造される。これは、シートの第１の端
部の付近でアプリケータ要素３６をアームに固定し、反対端部の付近に配置されたシート
の一部を、加熱要素２６、２８に維持することを可能にする。したがって、この場合、ア
プリケータ要素３６の１つの部分だけが、加熱要素２６、２８に隣接して延びるように設
計される。
【００３６】
　レフィル３２を固定するための手段３４は、この場合、Ｔ字形の断面を持つリブの形態
であり、リブは、上アーム１８の軸Ｂに実質的に平行にスライドさせることによって、相
補的なレリーフ４２に、この場合はＴ字形の断面を持つ溝に、受け入れられるように設計
されている。このようにして、レフィル３２は、このために上アーム１８に設けられた受
入れハウジング４０に、上アームの縦軸Ｂに実質的に平行な方向にスライドさせることに
よって挿入される。受入れハウジング４０はしたがって、スライドさせることによってカ
ートリッジを挿入できるように、アーム１８の前面に開いている。しかしながら、ハウジ
ング４０は、このようにして毛髪を処理するための装置の横方向のかさを、さらに制限す
るために、アーム１８の側面に開いていてもよい。
【００３７】
　固定手段３４は、この場合はアプリケータ要素３６に直接固定される。したがってレフ
ィル３２は、特に単純な設計を有する。たとえば、固定手段３４、特に固定レリーフは、
アプリケータ要素３６に接着接合またはオーバーモールドされる。変形形態では、固定手
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段３４は、アプリケータ要素と一体型で製造される。また別の変形形態によれば、固定手
段は、アプリケータ要素３６を受けるためのハウジングを形成する枠組みに固定される、
留められる、または枠組みと一体型で製造される。この場合、アプリケータ要素は、それ
を所定の位置に維持するために、枠組みの受入れハウジング内で把持されてもよい。アプ
リケータ要素３６を受入れハウジングに挿入するのをより容易にしながら、前記アプリケ
ータ要素３６の満足のいく固定を確保するために、受入れハウジングに突出するラグを設
けることができる。
【００３８】
　上述のように、アプリケータ要素３６は、シートの形態で製造される。シートは、本明
細書では、本質的に、厚さに対応する第３の寸法よりも大きい２つの寸法、すなわち長さ
および幅を有する構造を意味すると理解される。特に、シートの長さと厚さの比は、５よ
りも大きく、好ましくは１０よりも大きくてもよい。シートは、たとえば、２５～７０ｍ
ｍの間の幅、好ましくは５０ｍｍに等しい幅と、６０～１２０ｍｍの間の長さ、好ましく
は９０ｍｍに等しい長さを有する、実質的に長方形である。好ましくは、シートは、処理
すべき毛髪と接触するように意図されており、その有効な表面を最適化するために、重畳
部分がない。
【００３９】
　アプリケータ要素３６の少なくとも一部が、加熱要素２６、２８に隣接して、特に加熱
要素２６、２８間に延びるように、シートは、湾曲している、または湾曲させる柔軟性を
有する。
【００４０】
　アプリケータ要素３６は、特に、毛髪に塗布される化粧製品が含浸されている多孔質シ
ートを備えてもよい。したがってアプリケータ要素３６は、毛髪と接触して、毛髪に化粧
製品を投与する。この場合、シートは、たとえばPTFEから作られる。シートは、その場合
０．１～３ｍｍの間の厚さを有することができる。アプリケータ要素が多孔質であるとき
、アプリケータ要素は、処理すべき髪と接触するように意図された一部分よりも大きい多
孔性を有する、処理すべき毛髪と接触するように意図されていない一部分を備えることが
できる。より大きい多孔性を有する一部分は、この場合、化粧製品リザーバとして機能す
ることができる。
【００４１】
　別の変形形態によれば、アプリケータ要素３６は、毛髪に塗布される化粧製品を封入す
るシリコーンシートを備える。シリコーンシートは、その場合、化粧製品を放出するため
に、毛髪と接触してすり減るように設計される。シリコーンシートは、０．１～３ｍｍの
間の厚さを有することができる。
【００４２】
　別の変形形態によれば、アプリケータ要素３６は、シートが処理すべき毛髪と接触する
とき放出されるマイクロカプセルの形態で、毛髪に塗布される化粧製品を封入したシート
を備える。この場合、シートは、繊維であってもよく、マイクロカプセルは繊維に固定さ
れる。特に、シートは、その場合綿から作られてもよい。繊維シートは、好ましくは、０
．１～３ｍｍの間の厚さを有する。
【００４３】
　レフィル３２を受け入れない下アーム１６は、有利には、蒸気を形成するための装置４
６によって与えられる蒸気出口４４、および／または櫛４８を有する。蒸気出口４４は、
処理すべき毛髪の房に蒸気を塗布することを可能にする。蒸気出口４４は、化粧製品レフ
ィル３２のアプリケータ要素３６の一部分に面して配置されてもよい。蒸気は、したがっ
て、塗布される化粧製品が、２つの加熱要素２６、２８間に配置されたアプリケータ要素
３６の部分に到達する前に、これを液化することをより容易にすることができる。
【００４４】
　したがって、装置１０に差し込まれた毛髪の房への化粧製品の塗布は、コーミングおよ
び蒸気の塗布の後に、加熱要素２６、２８によって実行されるストレート処理に伴って行



(9) JP 6675486 B2 2020.4.1

10

20

30

40

われる。これは、あご部１２、１４間に差し込まれた毛髪が、蒸気にさらされた後にアプ
リケータ部材３６と接触し、加熱要素２６、２８間で押圧されるとともに、房が装置のあ
ご部１２、１４間で動かされるからである。
【００４５】
　図１および図２に示すように、その化粧製品レフィル３２を備えた毛髪を処理するため
の装置の実装形態は、毛髪を処理するための装置の幅を縮小することを可能にする。これ
は、アプリケータ要素３６の反対側に、加熱要素２６、２８とは別個の押圧要素を設ける
必要がもはやなく、加熱要素２６、２８は処理すべき毛髪を閉じ込め、したがってアプリ
ケータ要素３６は、毛髪がアプリケータ要素３６に含まれた化粧製品と接触することを確
保するからである。さらに、図示の構成は、毛髪を処理するための装置の単一の動作で、
根元から毛髪繊維を処理することを可能にする。
【００４６】
　図示の構成は、加熱プレート２６、２８がアプリケータ要素３６を処理すべき毛髪と接
触している位置で加熱することを可能にするので、化粧製品が毛髪に塗布されるために（
たとえば、それを液体にするために）加熱されなければならないとき、特に有利であるこ
とにも留意されたい。さらに毛髪に塗布されない化粧製品の量を制限することが可能であ
る。
【００４７】
　本発明は、単に上記で説明した例に限定されず、本発明の範囲から逸脱することなく、
当業者には理解できる多数の変形形態が考えられる。
【００４８】
　たとえば、本明細書で説明した毛髪を処理するための装置は、互いに面した２つの加熱
要素を備える。しかしながら、本発明は、毛髪を処理するための装置が毛髪用の単一の加
熱要素を備える場合に適用されてもよい。
【００４９】
　さらに、図に関して説明した毛髪を処理するための装置は、毛髪を蒸気で処理するため
に蒸気発生器を備える。しかしながら、本発明は、毛髪を処理するための装置に、蒸気を
生成するためのそのような装置がないときに実施されてもよい。
【符号の説明】
【００５０】
　　１０　ハンドピース
　　１２　あご部
　　１４　あご部
　　１６　アーム
　　１８　アーム
　　２０　ヒンジピン
　　２２　ハーフハンドル
　　２４　ハーフハンドル
　　２６　加熱要素
　　２８　加熱要素
　　３０　線
　　３２　化粧製品レフィル
　　３４　固定手段
　　３６　アプリケータ要素
　　４０　ハウジング
　　４２　固定レリーフ
　　４４　蒸気出口
　　４６　蒸気を形成するための装置
　　４８　櫛
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